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研究成果の概要（和文）：本研究は、母子世帯の生活実態を世帯構成、収入と就労の関係、所得保障との関係から把握
することを目的としている。三世代同居に関する分析から、ケアの必要性が高い母子世帯ほど親と同居する可能性が高
まるが、ケアサポートは世代間で双方向的なものであることが示唆された。就業履歴と収入の変化に関する分析からは
、第1子出生時に正規雇用であるかどうか、教育歴の長短が離別後の就業形態と収入に影響を与える傾向がみられた。
また、貧困とスティグマに関する比較分析の結果、日本ではとくに、「標準的家族」からの逸脱が貧困と結びついた場
合に強いスティグマが生じるが、イギリスでは、物質的な水準を満たせないことが自尊心を低めていた。

研究成果の概要（英文）：The study aims to examine the impacts of low income and inadequacy of social secur
ity benefits on lone mother households. The study consists of three parts. Results from the analysis of in
tergenerational relationship between lone mothers and their elderly parents, lone mothers with child care 
needs tend to co-reside with their parents, but caring supports are two-way supports between generations. 
Secondly, the research exploring the relations between employment history and income suggests job separati
on after childbearing reduces the likelihood of getting the standard employment and increases possibility 
of lower income. Thirdly, I examine how poverty and stigma are experience in the UK and Japan. The stigma 
that surrounds non-traditional family units, such as lone parents, appears to intensify the feelings of sh
ame ordinarily experienced in relation to poverty in Japan. On the other hand, the stigma attached to bein
g unable to afford consumerist items is less pronounced than the UK.
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１．研究開始当初の背景 
日本において、経済的貧困がひろがってい

ることが国際比較から再認識され（OECD, 
2006, OECD Economic Surveys Japan、同
2008, Growing Unequal? 等）、日本政府も貧
困率を公表するに至った（厚生労働省、2009
年 10 月「相対的貧困率の公表について」）。
なかでも、母子世帯の経済的貧困の深刻さが
改めて確認された。しかしながら、母子世帯
の経済的困窮は最近年に始まった問題では
ない。とりわけ、欧米先進諸国における 1970
年代以降の傾向として指摘されたように
（Piearce, D., 1978, ”The feminization of 
poverty”）、日本においても 1980 年代以降の
母子世帯数の増加、および、母子世帯の構成
の変化（死別母子世帯の減少、離別・未婚母
子世帯の増加と主流化）に伴い、貧困の性質
が変化している。また、女性の労働参加率が
高まるなか、パート就労への偏重がみられる。
労働市場で女性がおかれている不安定さは、
夫婦世帯よりも母子世帯に、より大きな経済
的影響を与えると考えられる。 
また、日本の母子世帯は、就労率がきわめ

て高い一方で、就労している場合にも貧困率
が高いことがその特徴として挙げられる。こ
れについて、母子世帯の貧困率の高さは共通
するイギリスでは、母子世帯の母の就労率は
低位にとどまっている。両国の貧困におかれ
る共通性と労働にかかわる相違点が、貧困対
策を考える上で対照をなす関係にある
（Kilkey, M., 2000=2005, Lone Mothers 
Between Paid Work and Care）。 
 こうした、母子世帯の構成の変化や女性労
働をめぐる環境の変化は、母子世帯の貧困を
深刻化させる要因となっているが、政府によ
る所得保障制度はこうした家族や社会構造
の変化に柔軟に対応してきただろうか。また、
制度が硬直的であった場合、母子世帯はその
家族や労働のあり方をどのように変化させ
て対処しているのだろうか。さらに、共通点
と相違点をあわせもつイギリスと日本の所
得保障制度をとりまく状況は、人々の生活に
どのような影響を及ぼしているのだろうか。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、まず、①上述の問の前提とな
っている母子世帯の生活実態を、世帯構成、
収入と就労の関係、所得保障制度の変遷との
関係からをおさえたうえで、②所得保障制度
にかかわる社会的文脈を考察することを目
的としている。また、③低所得から抜け出る
ために、母子世帯がとり得る家族や労働のあ
り方の変化を把握することを目的としてい
る。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、まず、母子世帯の社会経済的
状況、および、所得保障制度の変遷について、
政府の公表統計、文献資料等を用いて把握す
る。また、母子世帯は自身が直面する貧困を

どのように経験しているのか、どのような影
響がもたらされるのかという点について、質
的データを用いて検討する。さらに、母子世
帯の低所得の現状把握とそこから抜け出る
ための戦略としての世帯の構成の仕方と働
き方について、大規模調査の二次分析から考
察する。 
 
４．研究成果 
 社会保障制度がカバーすべき社会的リス
クは、世帯主である男性稼ぎ主の短期的失業、
引退、死亡というリスクに対するものとして
創設されたが、戦後の工業社会では、新たな
社会的リスクへの対応が求められるように
なっている。 
 女性の労働市場への進出、離婚率の上昇に
伴う母子世帯の増加といった、ジェンダー役
割や家族形態の変化は、女性の労働市場との
関係の変更を要請している。従来からケアの
大部分を担ってきた女性にとって、仕事とケ
アの両立が新たな課題となる。それが失敗し
た場合、低所得や教育年数の短い者にとって、
貧困化をもたらす危険をはらむようになっ
た(Bonoli、2007)。 
 また、サービス産業化した産業構造は、教
育や職業訓練を受け、生涯にわたってスキル
をアップデートする必要性を高め、そのこと
が教育年数の短さと貧困を結びつけやすく
している。専門性の低い労働者は低賃金の仕
事につき、ワーキング・プアの状態に陥る危
険 に さ ら さ れ 易 い (Bonoli, 前 掲 書 ; 
Taylor-Gooby、2004)。 
 さらに、婚姻に基づいた既存の所得保障に
よって、死別した母子世帯は夫の保険料拠出
に基づく給付を受けることができるが、他方
で、増加傾向にある離別や未婚の母子世帯の
場合、社会保障上の権利を失うことになった
り、あるいは、資産調査付きの扶助が用意さ
れていても、一般にその水準は保険料拠出に
基づく給付よりも低位にとどまる(Bonoli、
前掲書; Lewis、2006)。  
 このような困難に直面している典型とし
て、母子世帯の問題が表出してくる。母子世
帯の増加はそれ自体が社会的なリスクでは
ないが、シングルマザーが仕事についていな
い場合に貧困に陥りやすいことから、仕事と
育児の両立は極めて重要な課題となる。くわ
えて、所得保障制度が性別役割カップルを前
提とした設計のままであれば、現在では多数
派である離別、未婚母子世帯は、経済的リス
クを抱えながらも、社会保障制度からこぼれ
落ちてしまうことになる。 
 日本とイギリスにおける母子世帯の変化
をみると、両国ともに子どものいる世帯に占
める母子世帯の割合が高まるなかで、その構
成が変化（離別・未婚母子世帯の増加と母親
の低年齢化）しており、これらのことが母子
世帯の経済的貧困のリスクを高めている。 
 本研究では、この点に関連して、日本では、
祖父母と同居する母子世帯が増加している。



日本において、なぜ三世代同居の形態をとる
母子世帯が多いのか、三世代同居は母子世帯
にとってどのような目的と利益があるのか、
ということについて、日本家族社会学会全国
家族調査委員会が実施した 2008 年全国家族
調査 (NFRJ08)の個票データを用いた二次分
析により検討した。その結果、母子世帯の母
自身に男性の兄弟がいることは同居の可能
性を低めること、祖父母世代から経済的援助
を受けとることや、母子世帯の母の低所得が
同居の主たる要因ではないこと、ケアの必要
性が高い母子世帯ほど同居する可能性を高
めること、ただし同居によって祖父母世代か
ら一方的にケアサポート受けるのではなく、
双方向的にケアを行っている傾向があるこ
とがわかった。 
 新しい社会的リスクという観点から母子
世帯の貧困問題を見ると、世帯内の女性の就
労が貧困削減に貢献しており、女性たちが家
族や公的支援を利用して仕事とケアの両立
をはかることが、脱工業化社会における貧困
化を回避するために必要なものとなってい
る。 
 イギリス、日本ともに（イギリスでは 1990
年代後半以降、日本では 2000 年以降）、母子
世帯を対象とした所得保障制度に関して、就
労インセンティブを強調する改革が実施さ
れている。イギリスにおいて、就労促進的な
政策の影響から、パートタイム就労での雇用
が増加傾向にあるが、雇用のパート化が経済
的貧困化に必ずしも直結するのではなく、就
労に伴う所得保障制度の設計により、むしろ
パートタイム雇用であっても貧困を緩和す
る効果がみられる。 
 一方日本では、性別役割分業が根強いなか
で、ケアと就労の両立に困難が伴っている。
加えて、男女間の賃金格差、パートタイム労
働の広がり、非正規と正規雇用との格差とい
う形で表出している雇用の劣化とあいまっ
て、女性の就労が貧困の削減に果たす役割が
きわめて小さく、とりわけ母子世帯の場合に
深刻な貧困問題として表れている。 
 また、母子世帯が児に専念することは貧困
化のリスクを高めることにつながることか
ら、仕事と育児の両立はより差し迫った問題 
となる。配偶者の支援がない分、外部サービ
スを使いながら両者をこなさねばならない。
6 歳未満の子どものいる親の育児と仕事時
間について、母子世帯の母と夫婦世帯の母を
比較すると、前者の育児時間は顕著に短く、
子どもと接する時間を削って就労に従事し
ている生活実態がうかがえる。 
 日本の母子世帯の就労と所得の関係をみ
ると、就労率がきわめて高いが、就労してい
る場合にも貧困率が高いワーキング・プアの
特徴が顕著だが、母子世帯の母の雇用形態に
よる違いが見られる。母子世帯の母が正規雇
用に就いている場合に、非正規雇用の母子世
帯よりも所得が高い。つまり、母子世帯の貧
困化を防ぐためには、正規雇用がひとつのカ

ギとなると考えられる。そこで、本研究では、
母子世帯の母の就業履歴を考慮したうえで、
就業形態と収入の変化に関する分析を行っ
た。その結果、第 1子出生時に正規雇用によ
る就業継続を行った場合、離別前後でも正規
雇用である場合が多く、世帯収入が高くなる
傾向がみられた。また、末子年齢が低い場合
や教育歴が短い場合に収入が低くなる傾向
がみられた。 
 上述したように、主として死別母子世帯が
対象となる、婚姻を前提に、夫の拠出歴に基
づいて権利が生じる所得保障制度に対して、
離別や未婚の母子世帯の場合、所得調査や資
産調査付きの所得保障が用意されているこ
とが多い。この場合、その水準は保険料拠出
に基づく給付よりも低水準となることが一
般的な傾向となる。くわえて、母子世帯を対
象とする最低生活費の保障に関して、婚姻に
よる家族を前提とする制度設計をしている
場合、給付水準の問題だけでなく、制度が前
提とする家族観から外れる家族に対し、給付
の受給に際してスティグマが付与され得る。 
 この点に関して、イギリスと日本において、
貧困に伴うスティグマや恥の経験がどのよ
うに経験されているか、また、それらを引き
起こす要因についての比較を試みた。分析は、
質的データに基づく両国の 2000 年代以降の
既存の調査研究に限定して検討した。その結
果、日本ではとくに、「標準家族」から距離
がある家族形態を「逸脱」と捉え、貧困と結
びついた場合に強いスティグマが生じるこ
と、強固な勤労意識から、有償労働に参加で
きていない場合に公的扶助を受給すること
に強いスティグマが生じるのに対し、イギリ
スでは、日常的に他者と同等の消費ができな
いといった、物質的な水準を満たせないこと
が自尊心を低め、スティグマを付与する傾向
があった。 
 以上の分析から、母子世帯の生活を支える
ために求められる政策は、育児と仕事の両立
が可能な質の高い雇用が提供されることで
あるが、そのとき、就労支援のみを強調する
のではリスクが高く、所得保障制度を伴う二
本立ての支援策を整備する必要がある。なぜ
なら、女性が得られる雇用がスキルの低い非
正規雇用である場合には、十分な収入が得ら
れない現状において、所得保障が必要となる
ためだ。加えて、母子世帯の貧困対策として、
就労を促進する政策を強調することは、母子
世帯の育児時間を短くし、これは子どものウ
ェル・ビーイングや市民権（Lewis, 2006）
という観点から望ましくない影響をもたら
し得るためである。 
 また、離別や未婚の母子世帯へのスティグ
マの存在は、婚姻を前提とする制度設計への
スティグマを喚起していた。このことは、必
要な人が制度の利用を忌避することにもつ
ながり得ることから、制度の選別性やカテゴ
リーごとの給付を中立的なものに変更して
いくことが要請されるだろう。 
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